
令和７年度 函南町公共施設太陽光発電導入可能性調査業務委託 

契約候補者選定に係るプロポーザル 実施要領 

 

１　目的・趣旨 

　　本町では、令和６年１月に「函南町脱炭素化戦略及び地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）」を作成し、2050 年までに町域全体で計画的に温室効果ガス排出量実質ゼロを達成

するための取組みを進めている。実現にあたっては、施策の取組みの 1つである公共施設

に対し太陽光発電設備等の導入を効率的かつ早期に推進すべく、公共施設への太陽光発電

導入可能性調査業務を実施する。 

本実施要領（以下、「本要領」という。）は、函南町公共施設太陽光発電導入可能性調査

業務について、最も適したシステムを提供する受注者を選定するために実施する公募型プ

ロポーザル方式（以下、「プロポーザル」という。）の実施に関して必要な事項を定める。 

 

２　業務概要 

⑴　業務名　 

令和７年度 函南町公共施設太陽光発電導入可能性調査業務委託 

⑵　業務内容 

　別紙「令和７年度 函南町公共施設太陽光発電導入可能性調査業務委託　公募仕様書」

のとおり 

⑶　履行期間 

　　契約締結の日～令和７年 12 月 26 日 

⑷　契約金額 

　　提案限度額　10,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※この金額は、見積聴取時の予定価格となるものではない。 

⑸　履行場所 

　　函南町　平井外　地内 

 

３　参加資格 

このプロポーザルに参加しようとする者は次に掲げる全ての要件を満たすこと。 

⑴　函南町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱（令和７年３月 28 日告示第 48 

号）の規定による停止措置を現に受けていないこと。 

⑵　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当していないこ 

と。 

⑶　会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再 

生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てがされていないこと。 

⑷　事業者及びその代表者または役員等が函南町暴力団排除条例（平成 23 年函南町条例第 

21 号）第２条各号のいずれにも該当しないこと。 

⑸　法人税、消費税及び地方消費税並びに函南町税の滞納がないこと。 



⑹　令和２年度以降に、「公共施設等への太陽光発電設備等導入調査業務」に関する実績を

有すること。 

⑺　令和７・８年度函南町競争入札参加資格者登録名簿に登載されている者であること。

ただし、入札参加資格名簿に登載されていない者でも、次の書類（※資格参加審査に係

る提出書類）を提出することにより、函南町にて資格審査を実施したうえで、本公募型

プロポーザルに参加することができるものとする。 

※資格参加審査に係る提出書類 

（証明書等の発行日は、申請日から起算して３か月以内のものとする） 

⑻　その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

４　契約候補者選定スケジュール 

　※上記のスケジュールは変更となる可能性がある。 

　（変更後のスケジュールは随時函南町ホームページにて公開する。） 

 

 

 

 提出書類 説明 部数 共同提案書

 
ア 登記事項証明書

法務局の発行する履歴事

項全部証明書
１部

共同提案する場合は、

共同提案者も提出

 
イ 印鑑証明書

法務局の発行する証明書 

（写しは不可）
１部

共同提案する場合は、

共同提案者も提出

 
ウ 納税証明書

税務署発行の納税証明書

（その３の３）
１部

共同提案する場合は、

共同提案者も提出

 
エ

財務諸表の写し（直前の

事業年度のもの）

貸借対照表及び損益計算

書
１部

共同提案する場合は、

共同提案者も提出

 
オ

委任状 

※使用印鑑届

契約権限を委任する場合

に限り必要
各１部

共同提案する場合は、

共同提案者も提出

 項目 期日

 公募の開始 令和７年５月 30日（金）ホームページに掲載

 質問書受付期限 令和７年６月６日（金）午後５時まで（必着）

 質問書の回答 令和７年６月 10日（火）までに随時回答

 参加意向申出書提出期限 令和７年６月 17日（火）午後５時まで（必着）

 参加資格確認結果通知書送付 令和７年６月 27日（金）まで

 企画提案書提出期限 令和７年７月 10日（木）午後５時まで（必着）

 選考会 令和７年７月 15日（火）

 選考結果通知 令和７年７月 18日（金）

 契約締結 令和７年７月下旬予定



５　参加意向申出 

⑴　提出書類 

ア　提出書類 

(ｱ)　函南町プロポーザル方式参加意向申出書（第１号様式）　　　　　　１部 

(ｲ)　法人概要書（法人の概要を記載したもの。書式は自由とする。）　　 １部 

(ｳ)　同種事業実績表（函南町に提案するシステムの同様のシステムの他自治体への導 

入・運用実績を記載したもの。書式は自由としてそれぞれのシステム 20 件までの実 

績及び実績の総数を記載するものとする。）　　　　　　　　　　　　　１部 

　　　(ｴ)　「３　参加資格」⑺に定める資格参加審査に係る提出書類（令和７・８年度函南

町競争入札参加資格者登録名簿に掲載されていない者に限る）　　　　 １部 

イ　提出期限 

令和７年６月 17 日（火）午後５時まで 

ウ　提出方法 

持参又は郵送で提出のこと。なお、持参する場合の受付時間は午前９時から午後５ 

時までとし、郵送の場合、令和７年６月 17 日（火）午後５時までに必着のこと。 

　　エ　提出先 

　　　　函南町役場　厚生部　環境衛生課 

　　　　郵便番号　419-0192　　静岡県田方郡函南町平井 717 番地の 13 

　　　　電話番号　055-979-8112 

オ　参加資格確認通知 

函南町プロポーザル方式参加意向申出書の内容について、参加資格を満たしている 

か確認し、令和７年６月 27 日（金）までに、参加意向申出者に対して、参加資格確認

結果通知書を発送する。なお、提案資格が認められなかった者に対しては、提案資格

を認めない理由を記載して通知する。 

 

６　参加方法 

⑴　提出書類 

ア　提案書（任意形式） 

業務内容について、参加者の提案内容を記載すること。なお、別紙「令和７年度 函

南町公共施設太陽光発電導入可能性調査業務委託　公募仕様書」記載の全ての要件を

満たす内容であること。 

また、書式は A4 版とし、フォントサイズは 11pt 以上、25 ページ以内（表紙、目次、 

奥付を除く）とする。 

イ　見積書及び経費内訳書（任意様式） 

「令和７年度 函南町公共施設太陽光発電導入可能性調査業務委託　公募仕様書」に記

載の全ての要件を実現するための費用について、見積書及び経費内訳書を提出するこ

と。 

 



⑵　提出部数 

正本 1部のほか副本 13部 

 

⑶　提出先 

函南町役場　厚生部　環境衛生課 

⑷　受付期間 

令和７年６月 30日(月)午前９時～７月 10 日(木)午後５時必着 

⑸　提出方法 

持参又は郵送で提出のこと。なお、持参する場合の受付時間は午前９時から午後５時 

までとし、郵送する場合は、７月 10 日（木）午後５時までに必着のこと。 

⑹　提出書類の返却 

提出書類は返却しない。 

⑺　質疑応答 

ア　受付期間 

令和７年５月 30 日(金)午前９時～６月６日(金)午後５時 

イ　質問方法 

質問内容を簡潔にまとめ、「問合先」記載のメールアドレスに電子メールで送信 

すること。 

　なお、送信の際は、件名の頭に「【プロポ】」を付けること。 

ウ　回答日 

令和７年６月 10 日（火）までに質問者に対し回答し、令和７年６月 17 日（火）に

質問及び回答内容を全ての参加者に通知する。 

 

７　提案する内容 

　　別紙「令和７年度 函南町公共施設太陽光発電導入可能性調査業務委託　公募仕様書」の

「５　業務内容」に示す部分について、提案を行うこと。 

　　また、本業務の趣旨や関連する情報を十分に理解し、同種業務実績等を踏まえた提案者

独自の検討方法等を提案されることを期待しており、期間内に全施設で導入可否の判断を

するための調査手法・手順等について具体的に提案するとともに、その後の導入方法や PPA

事業成立の可能性を検討する方法について明確に示した提案とすること。 

 

８　選定方法 

⑴　選定方式 

提案書、見積書、プレゼンテーションによる審査を行い、その内容を総合的に評価す 

るプロポーザル方式とする。 

⑵　プレゼンテーション 

ア　所要時間 

　　1社あたり 40 分以内（説明時間 30分、質疑応答 10 分程度） 



イ　開催日時 

　　令和７年７月 15 日（火）を予定（詳細な日時については、参加者に別途通知する） 

ウ　参加人数 

　　1業者あたり３名を上限とする。 

エ　機材等 

　　大型モニターを町が用意するものとし、用意した機材以外の使用は一切認めない。 

プレゼンテーションで使用する PC については提案者が用意すること。なお、端子は

HDMI 端子を想定する。 

⑶　評価項目 

以下の項目で評価を行い、採点する。 

○評価点が同点となった場合は、次の方法により順位を決定する。 

　⑴「企画提案力」の点数が高い者を上位とする。 

　⑵⑴も同点の場合は、「業務遂行能力の⑦」の点数が高い者を上位とする。 

　⑶⑵も同点の場合は、出席委員の多数決で決定し、同数の時は委員長が決定する。 

⑷　審査結果 

令和７年７月 18 日（金）までに文書で通知する。なお、審査結果に対する異議申し立て

等については、一切受け付けない。 

 

 評価項目 配点 合計配点

 ⑴企画提案力 ①設置施設・場所・負荷等の調査検討に有効性があり、

効果的な手法として期待できるか
10

60

 ②発電量・日射量等の調査検討に有効性があり、効果的

な手法として期待できるか
10

 ③地域の経済・社会にもたらす効果、事業採算性の評価

等の分析についてどれくらいの規模となるか想定し、そ

のうえで分析方法に具体性があり、効果的な手法として

期待できるか

20

 ④導入方法や PPA 事業成立の可能性を検討する方法が

明確に示されているか
20

 ⑵業務遂行能力 ⑤同種業務の実績は十分なものか 10

40

 ⑥配置予定者の専門性は十分か 10

 ⑦・事業を円滑に進められるような体制であるか 

・不測の事態にも対応できる体制であるか 

・委託者と綿密な意思疎通が図れる体制か

10

 ⑧業務執行過程がスケジュール化されており、提案内容

との整合性が図られているか
10

 100/100



９　参加者の失格 

　　次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

　⑴企画提案書等を提出期限までに提出しなかったとき 

　⑵選考会の指定する時間に来場しなかったとき 

　⑶「３　参加資格」の各号のいずれかに該当しなくなったとき 

　⑷提出に虚偽の記載をしたことが判明したとき 

　⑸選定結果に影響を与えるような、不誠実な行為があったと町長が認めるとき 

 

10　契約 

　　町は、契約候補者と協議し、契約候補者が提案した内容を反映した仕様書を調整の上、

契約を締結し、すみやかに契約結果を函南町ホームページ上で公表する。なお、本プロポ

ーザルは、参加事業者の企画力、提案力、業務遂行能力などを審査するものであるから、

仕様については、契約時に再度精査するものとする。 

　　ただし、選定された事業者が以下に該当することとなった場合は、契約を締結しない。

なお、この場合は、次点者と協議するものとする。 

　⑴「３　参加資格」の各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

　⑵提出に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

　⑶選定結果に影響を与えるような、不誠実な行為があったと町長が認めるとき。 

 

11　契約締結後 

　　契約者は、町との協議のもと、すみやかに実施計画書（実施体制、連絡体制、工程など）

を作成し、町の承認を得ること。 

 

12　その他の留意事項 

　⑴提出書類等は、言語は日本語、数字はアラビア数字、通貨は日本円を使用して作成する

こと。 

⑵提案者は、本件に関して函南町が提供した情報等を本件の提案以外に使用し、又は第三

者に開示若しくは漏洩してはならないものとし、そのために必要な措置を講じることと

する。なお、提案が採択されない場合においても同様の扱いとする。 

⑶提案に係る一切の費用については、全て提案者の負担とする。 

⑷業務を円滑に履行するために必要な事前準備業務については、全て事業者負担とする。 

⑸業者決定後、事業の円滑かつ具体的な実施に向けて、提案内容の変更や新たな提案を求

める場合がある。 

⑹次のいずれかに該当する場合は、無効とする。 

ア「３　参加資格」に示した参加資格要件を満たさない者が提案を行った場合 

イ全ての提出書類及びプレゼンテーションの説明内容（質疑応答を含む。）のうち、いず

れかに虚偽の提案を行った場合 

 



⑺発注者は、受託者の業務の執行が著しく不適当、もしくは仕様内容に基づいた成果品が

納品されない場合、契約解除及び指名停止等の処置を行うことができ、公表することも

有り得る。なお、その際は次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよ

う、引継ぎを行うものとする。 

 

13　問合先 

函南町厚生部環境衛生課　 

住 所：静岡県田方郡函南町平井 717 番地の 13 

電 話 番 号：055-979-8112 

ファクシミリ番号：055-978-3027 

メールアドレス：kankyou@town.kannami.shizuoka.jp 

(受付時間　月〜金　午前９時〜午後５時)


